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税務・会計業務対策講座

T・MACKS税理士法人
代表社員　菅原 初義

中小企業の役員借入金・役員貸付金の問題点
【事例から学ぶ会計】シリーズ 第５回

はじめに

　中小企業の財務諸表、とりわけ貸
借対照表において、社長等の役員及
びその親族（以下、「役員等」）からの
借入金、役員等への貸付金が計上さ
れていることがあります。その金額が
大きいことに加え、長期にわたってそ
のままになっていることも見受けられ
ます。
　今回は、これらの役員等からの借入
金及び貸付金について、税務上等の観
点からどのような問題点があるのかに
ついて考察します。

　中小企業の資金繰りは、銀行から
の借り入れだけで賄えない場合もあ
り、役員等自らが会社に資金を投入
し、急場を凌ぐこともあります。
　役員等からの借入金は、原則とし
て、法人では無利息で資金調達ができ
るというメリットがあります。また、返
済する時期が明確でないことが多く、
「ある時払いの督促なし」として、資金
繰りを見ながら返済をすることができ
ます。
　法人にとってはこのようなメリットが
ある役員等からの借入金ですが、「あ
る時払いの督促なし」であるため借り
たままとなり、借入金が長期化しがち
です。しかも、資金が不足する都度借
り入れることで、借入金額が徐々に膨

らんでいくことも多く見受けられます。
また、契約書も無く、その出所も疑わ
れかねないこともあります。
　このような場合において、役員等個
人及び法人に及ぼす問題点としては、
次のようなものが考えられます。

①回収可能性
　役員等から法人への貸付金は、基
本的には利息をもらえないことが多
く、また「ある時払いの督促なし」であ
ることから、なかなか返済してもらえま
せん。
　そればかりか、法人の業績次第で更
に法人に資金を注入し続けなければ
ならないケースも見受けられます。
　このため、貸付金がどんどん膨らんで
しまい、気が付いたら多額になり、ます
ます回収することが困難となります。
②相続税への影響
　役員等から法人への貸付金は、その
役員等が亡くなってしまった時は、その
貸付金がそのまま相続財産として取り
扱われることとなり、相続税の対象に
なります。
　例えば、法人へ１億円の貸付金があ
るとした場合には、相続財産としての
評価額は１億円となるため、相続人が
多額の相続税を負担する可能性が生
じます。
　相続が発生した後でも、この貸付金
をすぐに回収できるのであれば、その
中から相続税を支払うことができます
が、法人は返済する資金が無い場合

には、返済してもらって相続税を支払
うことも難しくなります。
　このように、相続が発生した際には、
貸付金が相続財産となって多額の相続
税が課されるものの、相続税の納付が
出来ないことにもなりかねません。
　こういった窮地に陥らないようにす
るためにも、法人への貸付金がある場
合には、早めに、しかも相続が発生す
る前に、その貸付金を減らすよう対策
を講じることが必要です。
　それと同時に、金銭消費貸借契約
書を作成し、お金の出所を明確にして
おくことも重要です。

①金融機関からの評価
　役員等からの借入金が多額になりま
すと、その結果、資産よりも負債が多い
債務超過の状態となり、自己資本比率
が低下することにもつながります。
　この役員借入金については、「ある
時払いの督促なし」であることから、
金融機関からはこの借入金を「自己資
本」と同様にみなされ、自己資本が厚
いという評価になる場合もあります。
　ただし、あくまでも借入金は借入金
であるため、やはり返済をしていくこ
とが必要です。
②返済
　役員等から借りている間は、「ある
時払いの督促なし」で良かったかもし
れませんが、役員等が亡くなって相続
が発生した時に、事業とは関係の無
い相続人が引き継いだ場合、直ちに

返済を迫られる可能性もあります。

　法人への貸付金（役員等からの借
入金）を減らすためには、金融機関か
らの借入金と同様に、役員等からの
借入金も計画的に返済を進めていく
ことが大切です。
　しかしながら、前述の通り、資金が
不足しているから借りたままになって
いることが多く、なかなか減らすこと
が難しいものです。
　このため、役員等からの借入金を減
らすための対策として、以下のような
方法が考えられます。
対策①：役員報酬の減額
　役員等からの借入金を減らすため
に、借入金がある役員等の役員報酬
を減額し、減額により減少してしまっ
た手取り額分を、借入金を返済するこ
とで補うことができます。
　この方法によると、役員等の手取り
額を減らさずに借入金を減らすことが
でき、しかも役員報酬を減額した分、法
人は役員報酬や社会保険料などの人
件費が減少して利益が出やすい体質と
なります。すなわち、経費を減らし、同
時に借入金も減らせることにより、財
務体質を改善することができます。
　更に役員等個人としても所得税や住
民税が抑えられることになります。
　ただし、役員報酬を減らすことで、所
得が増加することになるため、法人税
等が増えることもあります。
　なお、役員報酬を減額する時期には
注意が必要です。役員報酬は改定でき
る時期が決まっているため、原則として
期中に増減させることはできません。

　役員報酬の減額により手取り額が
34万円減少してしまいます。このため、
役員借入金を月34万円返済し、役員本

人が受け取る金額を役員報酬減額前
と同じ金額にすることができます。
対策②：債務免除
　役員等からの借入金を減少させる対
策の一つとして、借入金の一部または
全部を免除（役員等の視点からは債
権放棄）してもらう方法もあります。
　役員等に債務免除をしてもらいます
と、法人においては、その免除された
金額が「債務免除益」として収益に計
上されることになります。
　債務免除益を計上した後でも当期
が赤字である場合や、黒字になって
も、その黒字を超える税務上の繰越
欠損金があれば、法人税等は課税さ
れません。

　以上のように、役員借入金の債務
免除は、法人としては返さなければな
らない借入金が無くなるため、メリッ
トは非常に大きいものとなります。
　しかしながらお金を貸した役員等
にとっては、事業のためとはいえ、債
権放棄をするということでそのお金が
返ってこないことになりますので、債
権放棄は最終手段となります。
　「貸したお金は返ってこないと思
え！」という覚悟をもって貸した訳で
はないと思いますので、できればきち

んと返済してもらう方法を採りたいと
ころです。

　以上のように、役員等からの借入金が
多額になってくると、個人、法人共に大き
な問題を抱えることに繋がります。この
ため、早めに対策を講じ、役員等からの
借入金を減らしていくことが必要です。
　次回は、法人から役員等への貸付金
に関する問題点について説明します。

役員等から法人への貸付金 
（役員等からの借入金）

⑴役員等個人（法人への貸付金）
の問題点

⑵法人（役員等からの借入金）
の問題点

⑶対策

ケース
３
役員借入金4,000万円を債権放
棄してもらい、債務免除益4,000

万円を計上した場合。

（注）類似業種比準価額方式により評価する場合及び
これらを併用して評価する場合には、債務超過で
も株式の評価額が算出される場合があります。

資産 10,000万円

繰越利益剰余金
　　▲3,000万円

負債 　　　8,000万円
役員借入金 4,000万円

資本金　　 1,000万円
（債務超過）

∴債務超過
資産合計 10,000万円 負債合計 12,000万円＜

債務免除前：0円（純資産がマイナスのため）
※株価（純資産価額方式の場合）

資産 10,000万円 負債 　8,000万円

∴債務超過解消
資産合計 10,000万円 負債合計 8,000万円＞

債務免除後：2,000万円÷発行済株式数
※株価（純資産価額方式の場合）

繰越利益剰余金
　　　1,000万円

資本金 1,000万円

ケース
１
役員等からの借入金のうち、3,000
万円を債権放棄してもらったが、

当期損益はまだ赤字である場合。

ケース
２
債務免除益3,000万円を計上し
たことで税引き前利益は2,000

万円となったが、繰越欠損金（5,000万
円）がまだある場合。

売上高
売上総利益

経常損益
債務免除益
税引き前当期利益（損失）

…

　×××
　×××

▲4,000万円
　3,000万円
▲1,000万円

　債務免除益を計上した後でも利益が出
ておらず、所得計算においても課税所得が
出なければ、法人税等は課税されません。

売上高
売上総利益

経常損益
債務免除益
税引き前当期利益

…

　×××
　×××

▲1,000万円
　3,000万円
　2,000万円

　繰越欠損金が5,000万円あり、所得計
算においてこれを超える加算調整項目
が無ければ、課税所得は0円となります。

　債務免除により債務が消滅することで、
債務超過が解消される場合には、更に注
意が必要です。
　債務免除により債務免除益が利益に加
算されることになりますが、これにより法
人の純資産額も増加します。純資産額が
増加しますと、法人の株価が上がることに
なります。
　複数の株主から構成されている同族会
社において、株主である役員等に債務免
除をしてもらっても、債務超過が解消され
なければ、法人の株式の評価額は出ませ
ん。逆に債務超過が解消した場合は、株式
の評価額が算出されます。株式に評価額
が算出されますと、他の株主が所有する
株式の株価が上がることとなり、株式の価
額の増加部分が、「債務免除をしてもらっ
た同族株主から他の同族株主への贈与」
とみなされ（みなし贈与）、贈与税が課され
る場合があります。
　以上のことから、債務免除を行うタイミ
ングには十分な注意が必要です。

※債務免除を行うにはタイミングに注意！

例：役員報酬100万円を50万円に減額し
た場合

役員報酬
社会保険料
源泉所得税
住民税
差引支給額
（手取り額）

100万円
11万円
10万円
5万円
74万円

50万円
7万円
2万円
1万円
40万円

50万円
4万円
8万円
4万円
34万円

（社会保険料は減額後3か月後から、住民
税は翌年から金額が変わります）

減額前 減額後 差額
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